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河
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衆
議
院
議
員
滝
実
君
提
出
朝
鮮
半
島
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
機
構
に
対
す
る
日
本
の
支
援
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
滝
実
君
提
出
朝
鮮
半
島
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
機
構
に
対
す
る
日
本
の
支
援
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
十
月
二
十
日
内
閣
衆
質
一
六
五
第
七
二
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
二
か
ら
五

ま
で
に
つ
い
て
で
答
弁
し
た
と
お
り
、
二
千
二
年
十
月
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
「
合
衆
国
」
と
い
う
。
）
政
府
が
、
北

朝
鮮
が
濃
縮
ウ
ラ
ン
を
利
用
し
た
核
兵
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
を
発
表
し
た
こ
と
を
受
け
、
同

年
十
一
月
、
朝
鮮
半
島
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
機
構
（
以
下
「
Ｋ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
」
と
い
う
。
）
は
、
同
年
十
二
月
か
ら
重
油
の
供
給
を

停
止
す
る
こ
と
等
を
決
定
す
る
一
方
、
軽
水
炉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
依
然
と
し
て
国
際
社
会
が
北
朝
鮮
の
核
開
発
を
阻
止
す
る

た
め
の
現
実
的
な
手
段
で
あ
る
と
の
立
場
に
立
ち
、
北
朝
鮮
に
対
し
て
核
兵
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
迅
速
に
除
去
す
る
よ
う
求
め
、

北
朝
鮮
の
対
応
を
見
極
め
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
決
定
が
均
衡
を
欠
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

我
が
国
政
府
に
よ
る
Ｋ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
に
対
す
る
任
意
の
拠
出
は
、
Ｋ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
事
務
局
の
運
営
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
経
費
の

支
払
に
充
て
ら
れ
た
。
ま
た
、
前
回
答
弁
書
一
に
つ
い
て
で
答
弁
し
た
と
お
り
、
我
が
国
政
府
に
よ
る
贈
与
は
、
軽
水
炉
プ

一



ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
の
た
め
の
資
金
供
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
朝
鮮
半
島
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
機
構
と
の
間
の
協
定
（
平

成
十
一
年
条
約
第
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
Ｋ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
が
国
際
協
力
銀
行
に
対
し
て
支
払
う
利
子
の
総
額
に
相
当

す
る
額
と
し
て
支
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
国
際
協
力
銀
行
に
よ
る
貸
付
け
は
、
軽
水
炉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
停
止
に
よ
っ
て
必
要
と
な
っ
た
軽
水
炉
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
係
る
資
機
材
の
保
存
及
び
保
守
等
の
た
め
の
経
費
の
支
払
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

我
が
国
、
合
衆
国
及
び
大
韓
民
国
は
、
千
九
百
九
十
九
年
か
ら
二
千
三
年
ま
で
の
間
、
Ｋ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
事
務
局
の
運
営
に
当
た

っ
て
必
要
と
な
る
経
費
の
支
払
に
充
て
る
た
め
、
毎
年
、
Ｋ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
に
対
し
て
均
等
な
額
の
任
意
の
拠
出
を
行
っ
た
。
二
千

四
年
以
降
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
及
び
大
韓
民
国
は
Ｋ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
に
対
し
、
引
き
続
き
均
等
な
額
の
任
意
の
拠
出
を
行
い
、
Ｋ

Ｅ
Ｄ
Ｏ
理
事
会
に
お
い
て
合
衆
国
に
対
し
任
意
の
拠
出
を
求
め
て
い
る
が
、
合
衆
国
は
拠
出
を
行
っ
て
い
な
い
。
二
千
三
年

十
一
月
に
軽
水
炉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
停
止
を
決
定
し
て
以
降
は
、
北
朝
鮮
の
対
応
に
よ
っ
て
は
軽
水
炉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
再

開
も
あ
り
得
た
こ
と
か
ら
、
軽
水
炉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
係
る
資
機
材
の
保
存
及
び
保
守
等
の
た
め
、
ま
た
、
本
年
五
月
に
軽

水
炉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
終
了
を
決
定
し
て
以
降
は
、
軽
水
炉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
終
了
に
伴
う
手
続
の
処
理
等
の
た
め
、
Ｋ
Ｅ

二



Ｄ
Ｏ
事
務
局
を
運
営
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
当
該
運
営
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
経
費
の
支
払
に
充
て
る
た
め
の
我
が
国

の
拠
出
は
適
切
な
対
応
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

Ｋ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
は
、
北
朝
鮮
と
Ｋ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
軽
水
炉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
北
朝
鮮
へ
の
供
給
に
関
す
る
協
定

（
以
下
「
供
給
協
定
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
、
軽
水
炉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
前
回
答
弁
書

二
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て
で
答
弁
し
た
と
お
り
、
北
朝
鮮
は
、
黒
鉛
実
験
炉
等
の
封
印
の
撤
去
、
核
兵
器
の
不
拡
散
に
関
す

る
条
約
（
昭
和
五
十
一
年
条
約
第
六
号
）
か
ら
脱
退
し
た
旨
の
宣
言
、
核
燃
料
棒
の
再
処
理
を
完
了
し
た
旨
の
宣
言
、
核
兵

器
を
製
造
し
た
旨
の
発
表
等
に
よ
り
、
核
開
発
を
め
ぐ
る
状
況
を
悪
化
さ
せ
、
供
給
協
定
第
三
条
�
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て

い
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
。
か
か
る
状
況
を
受
け
、
Ｋ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
は
、
供
給
協
定
第
十
六
条
�
の
規
定
に
従
っ
て
、
北
朝

鮮
に
対
し
て
軽
水
炉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
連
す
る
金
銭
上
の
損
失
の
支
払
を
求
め
る
旨
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

三


